
日本学術会議の組織・ガバナンスに係る関連規定等の整理表 
事項 現行規定 新法の規定 その他 

運営助言

委員会 

なし （運営助言委員会） 

第二十七条 運営助言委員会は、次に掲げる職務を

行う。 

一 第三十六条第三項に規定する議案の作成に関

し、会長に対し、意見を述べること。 

二 前号に掲げるもののほか、会長の職務に関し、

会長の諮問に応じて意見を述べること。 

２ 運営助言委員会は、運営助言委員十人以上十五

人以内をもって組織する。 

３ 運営助言委員は、会員その他内閣府令で定める

者以外の者であって、学術に関する研究の動向及

びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若し

くは国民生活における学術に関する研究成果の活

用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識

見を有するもののうちから、会長が任命する。 

４ 運営助言委員の任期は、三年とする。ただし、補

欠の運営助言委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

５ 運営助言委員は、一回に限り再任されることが

できる。 

第三十六条 この法律の他の規定により総会の決議

によることとされているもののほか、次に掲げる

事項の決定は、総会の決議によらなければならな

い。 

一 この法律（第四十一条を除く。）又は準用通則

法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を

〇有識者懇談会最終報告書 

・運営助言委員会には、中期的

な活動の方針や予算案の策

定、組織の管理・運営などに

ついて、学術会議に対し外部

の視点・知見を提供すること

が期待される。

・ 学術会議が国際アドバイザ

リーボードを立ち上げたこ

とは、海外アカデミーの知見

を取り入れるための１つの

方法として前向きに受け止

める。さらにより良い役割発

揮に向けて活動・運営を充実

させていくためには、アカデ

ミー外部（学術会議の外の研

究者集団）、産業界、その他の

ステークホルダーの問題意

識やニーズを幅広く拾い上

げるとともに、組織管理や経

営の専門家、会計、広報の専

門家など会員ではカバーし

きれない分野の人たちから

適切なサポートを受けてい

くことが必要である。このよ

うな姿勢を制度的に担保す

参考１



受けなければならない事項 

二 第三十八条の規定による諮問に対する答申及

び第三十九条の規定による勧告 

三 第四十一条の規定による国際団体への加入 

四 第四十二条第一項に規定する中期的な活動計

画及び第四十三条に規定する年度計画の作成又

は変更 

五 第四十四条第二項に規定する自己点検評価書

の作成 

六 予算の作成 

七 準用通則法第五十条の二第二項に規定する報

酬等の支給の基準及び準用通則法第五十条の十

第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又

は変更 

八 日本学術会議規則の制定又は改廃 

２ 前項第一号及び第四号から第八号までに掲げる

事項に関する議案は、会長が、役員会の議を経て、

総会に提出する。 

３ 会長は、第一項第一号及び第四号から第七号ま

でに掲げる事項に関する議案を総会に提出しよう

とするときは、運営助言委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

るために重要な意味をもつ

ものとして、運営助言委員会

が活用されることを期待す

る。 

・ 運営助言委員会は、会長が実

効的な助言を求める専門性

と機動性の高い組織として

設計・運用されることが望ま

しく、国立大学の経営協議会

や私立大学の評議員会のよ

うな大規模な組織にする必

要はないと考える。

また、運営助言委員会の委

員は、このような制度の趣旨

を踏まえて会長が適切に任

命すれば足り、法律で細かく

規定する必要はないであろ

う。 

会長候補

者選考 

〇日本学術会議法 

第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人

を置く。 

２ 会長は、会員の互選によつて、これを定める。 

〇日本学術会議会則 

（会長の選任等） 

第二十一条 会長は、特に優れた研究又は業績があ

り、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効

果的に運営することができる能力を有する会員の

うちから、総会が、その決議により選任する。 

２ 会長の任期は、選任の時から、当該選任後三年以

〇有識者懇談会最終報告書 

・ 会長は引き続き会員の互選

とすることが適当だが、会長

に求められる資質を十分に

勘案しながら選考するため

には、慎重かつ丁寧なプロセ



（会長の互選等） 

第四条 法第八条第二項の会長の互選は、他の案件

に先立って総会で行うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、会長の互選に関す

る事項は、総会が定める。 

〇日本学術会議細則 

（会長の互選） 

第２条 事務局長は、会長の互選のための資料とし

て、互選が行われる総会時における会員（送付時に

は候補者である者を含む。以下本条において同

じ。）に対し、総会に先立ち、次の資料を送付する。 

(1) 互選が行われる総会時における会員の名簿

（略歴等を含む。以下本条において「名簿」とい

う。） 

(2) その他幹事会が必要と認める資料

２ 会長の互選は、総会に出席した会員の投票によ

り行う。この場合の投票の方法は、次のとおりとす

る。 

(1) 会員は、前項の規定により送付された名簿に

掲載された者のうち１人に投票する。この投票

は、単記無記名による。 

(2) 投票者数の過半数の票を得た者を会長の候補

者とする。 

(3) 第１回の投票において、過半数を得た者がな

いときは、過半数を得る者があるまで投票を行

う。 

(4) 第３回の投票において、過半数を得た者がな

内に到来する会員の任期の末日以後最初に開催さ

れる総会において次の会長が選任される時までと

する。 

３ 会長は、会長としての職務の執行が特に優れた

ものであるときは、一回に限り再任されることが

できる。 

４ 会議は、会長が選任されたときは、遅滞なく、そ

の旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の

選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表し

なければならない。 

（参考） 

（会員予定者の指名） 

第三条 内閣総理大臣は、次条の規定による推薦

に基づいて、この法律の施行の日（以下「施行

日」という。）に会員となるべき者（以下「会員

予定者」という。）百二十五人を指名する。 

２ 前項の規定により会員予定者として指名され

た者は、施行日において、第九条第二項の規定

により会員に選任されたものとみなす。 

（会長の職務を行う者等） 

第八条 内閣総理大臣は、施行日前に、附則第三

条第一項の規定により会員予定者として指名し

た者のうちから、会長が選任されるまでの間会

長の職務並びに附則第二十二条第二項及び第四

項に規定する職務を行う者を指名する。 

２ 内閣総理大臣は、施行日前に会議の監事とな

スで選出することが必要で

ある。たとえば学術会議の内

部に会長選考委員会（仮称）

を置くなどして、会長候補者

の資質や業績を整理し、会員

間で会長候補についての十

分な情報を事前に共有する

ことが考えられる。 

・ マネジメントの継続性の確

保については、前会長は新会

長が選出されるまで会長の

職務を務めることとし、会長

の任期中に会員としての任

期が切れる場合及び定年を

迎える場合には、会長として

の任期中は会員としての身

分を維持できることなど必

要な措置を検討すべきであ

る。



いときは、前２号の規定にかかわらず、当該投票

における上位の得票者２人について決選投票を

行い、多数を得た者を会長の候補者とする。ただ

し、決選投票を行うべき２人を定めるに当たり、

並びに会長の候補者を定めるに当たり、得票数

が同じときは、年長者をもってこれに充てる。 

３ 会長の候補者は、会長の職に就く意思がある場

合、会長となる。会長の職に就く意思がない場合

は、前項の互選を再度行う。 

４ 前３項の規定に関し必要な事項は、幹事会が定め

る。 

５ 前４項の規定は、日本学術会議法（以下「法」と

いう。）第８条第６項の規定に基づく補欠の会長の

互選に準用する。 

るべき者を指名する。 

３ 前項の規定により指名された監事となるべき

者は、会議の成立の時において、第二十三条第

二項の規定により、監事に任命されたものとす

る。 

（成立時総会） 

第二十二条 会議は、会長の選任、業務方法書の

決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処

理するため、成立後直ちに総会を開催しなけれ

ばならない。 

２ 会長職務代行者は、内閣府令で定めるところ

により、施行日の二週間前までに、附則第三条

第一項の規定により会員予定者として指名され

た者及び現会員（その任期が令和八年九月三十

日までのものを除く。）に対して前項の総会（以

下この条において「成立時総会」という。）の招

集の通知を発しなければならない。 

３ 第三十六条第一項第一号及び第六号から第八

号までに掲げる事項に関する成立時総会の議案

については、同条第二項及び第三項の規定にか

かわらず、役員会の議を経ること及び運営助言

委員会の意見を聴くことを要しない。 

４ 前三項に定めるもののほか、議事の手続その

他成立時総会の運営に関し必要な事項は、第十

三条第五項の規定にかかわらず、会長職務代行

者が定める。 




